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ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
お
よ
び
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
業
務
が
展
示
・
編
纂
等
か
ら
分
離
し
、
資
料
の
受
け
入
れ
や
公
開
等
に
関
す
る
内
規
が
大
き
く

改
訂
・
整
備
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
以
来
一
五
年
以
上
を
経
て
、
二
度
の
移
転
と
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
完
結
・

『
早
稲
田
大
学
百
五
十
年
史
』
編
纂
開
始
、
そ
し
て
改
組（
１
）を
経
験
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
現
況
を
報
告
す
る
。
本
稿
で
は
主
と
し
て
実
務

と
諸
規
則
の
関
係
、
運
用
上
の
課
題
な
ど
の
話
題
を
扱
う
こ
と
と
し
、
本
学
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
位
置
付
け
や
そ
の
変
遷
、
ま
た

あ
る
べ
き
姿
な
ど
の
理
念
論
は
扱
わ
な
い
。

一　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
門
の
概
要

歴
史
館
に
お
い
て
、
資
料
に
関
す
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
、
す
な
わ
ち
資
料
の
受
け
入
れ
・
整
理
・
保
存
・
利
用
提
供
等
を
一
元
的
に
担
う（
２
）

の
が
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
門
」（
３
）で
あ
る
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
門
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
実
務
に
関
す
る
識
見
と
技
能
と
を
有
す

〔
特
集
：
歴
史
館
の
現
在
〕

歴
史
館
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
実
務
と
課
題

佐　

野　

智　

規
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る
嘱
託
職
員
三
名
と
、
嘱
任
時
に
「
資
料
の
公
開
お
よ
び
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
」
を
担
当
す
る
よ
う
指
定
さ
れ
た
助
手
／
助
教（
４
）一
名

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
有
期
雇
用
の
教
職
員
で
あ
り
、
ほ
ぼ
五
年
で
全
て
の
ス
タ
ッ
フ
が
入
れ
替
わ
る
。
日
常
業
務
は
東
伏
見
キ
ャ
ン
パ
ス

ST
EP22

歴
史
館
（
東
伏
見
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
）
の
レ
フ
ァ
レ
ス
ル
ー
ム
・
作
業
室
に
て
行
う
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
門
の
業
務
に
お
い
て
準
拠
す
べ
き
規
約
等
は
、
次
の
通
り
で
あ
る（
５
）。

〈
大
学
の
規
則
〉

　

・
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

　
　

・
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
施
行
規
程

　

・
寄
付
受
入
に
関
す
る
規
程

　

・
歴
史
館
規
則

〈
歴
史
館
の
規
則
〉

　

・
資
料
収
集
業
務
に
関
す
る
内
規
（
本
稿
で
は
「
収
集
内
規
」
と
略
記
す
る
）

　
　

・
資
料
選
定
会
議
に
関
す
る
細
則

　

・
資
料
利
用
内
規
（
同
じ
く
「
利
用
内
規
」
と
略
記
す
る
）

　
　

・
資
料
等
の
複
写
物
の
利
用
に
関
す
る
細
則

　
　

・
複
写
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
細
則

歴
史
館
規
則
は
第
二
条
に
お
い
て
そ
の
設
置
目
的
を
規
定
し
た
の
ち
、
続
く
第
三
条
に
お
い
て
「
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
」

歴
史
館
の
業
務
を
六
点
に
わ
た
っ
て
提
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
と
い
う
文
言
は
登
場
し
な
い
も
の
の
、「
一　

資
料

の
収
集
、
整
理
、
保
存
お
よ
び
記
録
」「
三　

資
料
の
公
開
な
ら
び
に
調
査
分
析
お
よ
び
研
究
の
成
果
の
展
示
」「
五　

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
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サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
通
じ
た
本
大
学
の
歴
史
に
対
す
る
理
解
の
増
進
お
よ
び
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ル
ー
ム
に
関
す
る
事
項
」（
６
）が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

業
務
の
根
拠
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
歴
史
館
規
則
は
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
に
つ
い
て
何
ら
の
明
確
な
規
定
を
も

持
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
態
と
し
て
は
か
つ
て
の
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー（
７
）時
代
か
ら
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
関
わ
る
業
務
、
ス

タ
ッ
フ
、
施
設
そ
し
て
サ
ー
ビ
ス
が
存
続
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
門
は
業
務
遂
行
上
の
行
動
指
針
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
作
成
し
た
。

一
、 

歴
史
館
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
門
は
、
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
、
保
護
と
利
用
の
両
立
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
す
る
こ
と
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と

す
る
。

二
、 

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
業
務
＝
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
門
は
、
資
料
利
用
＝
編
纂
部
門
・
展
示
部
門
と
の
分
離
分
業
を
維
持
し
つ
つ
、
相
互
の
信
頼
性
向
上

を
共
通
目
的
と
し
て
、
包
括
的
で
緊
密
な
協
業
を
行
う
。

歴
史
館
の
一
事
業
と
し
て
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
ま
ず
も
っ
て
歴
史
館
設
置
目
的
の
達
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
は
、
い
ま
・
こ
こ
の
利
用
可
能
性
だ
け
で
な
く
、
将
来
に
わ
た
っ
て
資
料
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
、
い
わ
ば
持
続
可
能
性
を

保
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
ゆ
え
に
資
料
の
保
護
は
、
資
料
の
利
用
に
対
し
て
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
の
原
則
と
、
ど
の
よ
う
な
資
料
も
制
約
な
く
自
由
に
利
用
し
た
い
と
期
待
す
る
利
用
者
（
展
示
・
編
纂
業
務
を
含
む
）
の
利
害
と
が
対
立

す
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
自
然
発
生
的
な
利
害
対
立
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
業
務
分
掌
の
け
じ
め
が
保
た

れ
、
資
料
保
護
と
情
報
公
開
の
バ
ラ
ン
ス
、
そ
し
て
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
信
頼
性
と
利
用
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
が
担
保
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
利
害
対
立
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
、
一
種
の
相
互
牽
制
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
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二　

資
料
の
収
集
・
受
け
入
れ

資
料
収
集
は
移
管
・
寄
贈
・
購
入
の
い
ず
れ
か
の
形
態
に
よ
る
。
原
則
と
し
て
寄
託
は
受
け
な
い
。
歴
史
館
が
収
集
す
べ
き
資
料
は
収

集
内
規
第
二
条
に
五
項
目
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
本
学
は
高
等
教
育
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
を
含
む
広
大
な
早
稲
田
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
早
稲
田
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
領
域
と
関
係
し
て
い
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
こ
の
領
域
に
関
す
る
資
料
収
集
機
関
は
歴
史
館
を
措
い

て
存
在
し
な
い
。
こ
の
現
状
を
踏
ま
え
、
早
稲
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
早
稲
田
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
関
す
る
資
料
の
収
集
も
行
な
っ
て
い

る
。
悩
ま
し
い
の
は
ボ
ー
ン
デ
ジ
タ
ル
（W

EB

・SN
S

・
動
画
・
メ
ー
ル
・
業
務
ク
ラ
ウ
ド
等
）
の
収
集
・
管
理
で
あ
る
が
、
総
務
部
・
広
報

室
・
情
報
企
画
部
を
は
じ
め
と
し
た
各
箇
所
に
協
力
を
仰
ぐ
ほ
か
な
い（
８
）。
な
お
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
門
は
編
纂
部
門
と
協
力
し
、『
早
稲
田

大
学
百
五
十
年
史
』
第
三
巻
編
纂
に
直
接
的
に
資
す
る
学
内
文
書
の
移
管
・
寄
贈（
９
）に
、
優
先
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

移
管
は
本
学
の
文
書
保
存
規
程
に
基
づ
く
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
規
程
中
に
「
移
管
」
と
い
う
文
言
は
登
場
し
な
い）

（1
（

。
こ

の
規
程
に
は
、
学
内
文
書
が
一
定
の
保
存
期
間
を
経
て
廃
棄
さ
れ
る
際
、
校
史
の
資
料
に
な
る
と
判
断）

（（
（

し
た
も
の
に
つ
い
て
、
歴
史
館
と

協
議
の
う
え
「
引
き
渡
す
」、
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
文
書
の
全
量
が
自
動
的
に
歴
史
館
へ
と
引
き
渡
さ
れ
、
歴
史
館
が
評
価

選
別
を
行
う
」
フ
ロ
ー
で
は
な
い
。
ま
た
文
書
は
所
管
箇
所
内
に
保
存
さ
れ
る
規
定
の
た
め
、
永
久
保
存
文
書
は
歴
史
館
へ
「
引
き
渡

す
」
契
機
が
基
本
的
に
は）

（1
（

生
じ
な
い
。
実
際
の
運
用
は
よ
り
柔
軟
だ
け
れ
ど
も
、
文
書
の
性
格
か
ら
い
っ
て
歴
史
館
に
収
蔵
さ
れ
る
べ
き

資
料
が
、
実
際
に
は
歴
史
館
へ
移
管
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
。
結
果
的
に
歴
史
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
は
、

機
密
の
程
度
が
高
す
ぎ
ず
、
ま
た
低
す
ぎ
な
い
資
料
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

寄
贈
手
続
き
は
収
集
内
規
第
五
条
に
従
う
。
寄
贈
を
打
診
し
た
方
に
対
し
て
寄
贈
申
込
書
・
意
向
確
認
等
を
送
付
し
、
書
面
返
送
を
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も
っ
て
正
式
な
申
し
込
み
と
し
て
取
り
扱
う
。
申
し
込
み
時
点
で
は
資
料
を
受
領
し
な
い
。
こ
の
書
面
を
、
年
に
数
回
開
催
さ
れ
る
資
料

選
定
会
議
に
諮
り
、「
特
約
」
を
踏
ま
え
て
受
け
入
れ
決
議
が
な
さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
寄
贈
を
打
診
し
た
方
へ
資
料
等
受
入
通
知
書
を

送
付
し
、
資
料
の
送
付
を
待
つ
。
こ
の
よ
う
な
手
続
き
は
双
方
に
と
っ
て
煩
瑣
で
あ
り
、「
い
ま
す
ぐ
寄
贈
し
た
い
」
と
い
う
要
望
に
は

応
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
煩
瑣
で
時
間
の
か
か
る
手
続
き
は
、
所
有
権
の
移
転
を
確
実
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
寄
贈
を
翻
意
し
て
手
許
に

と
ど
め
る
選
択
を
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
期
間
を
保
証
す
る
効
果
も
あ
る
。
資
料
等
受
入
通
知
書
を
送
付
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
資
料
が
送
付
さ
れ
な
い
事
例
も
あ
る
が
、
督
促
等
は
行
わ
な
い
運
用
と
し
て
い
る
。

「
特
約
」
に
つ
い
て
。
収
集
内
規
第
五
条
第
五
項
に
よ
り
、
歴
史
館
へ
の
資
料
寄
贈
に
あ
た
っ
て
寄
贈
者
と
歴
史
館
が
合
意
し
た
特
約

事
項
は
、
資
料
等
受
入
通
知
書
に
明
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（1
（

。
し
か
し
内
規
は
「
特
約
事
項
」
の
内
容
に
つ
い
て
何
ら
の
制
約
を
も

設
け
て
い
な
い
。
他
方
、
利
用
内
規
第
五
条
は
「
作
成
又
は
取
得
か
ら
30
年
未
満
の
資
料
等
」
の
利
用
制
限
を
規
定
し
て
い
る
が
、
第
五

条
の
四
に
「
資
料
等
の
全
部
又
は
一
部
を
一
定
期
間
公
に
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
個
人
又
は
法
人
等
か
ら
寄
贈
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
期
間
が
経
過
し
て
い
な
い
資
料
等
。」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
条
項
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、「
特
約
事
項
」
と
し
て

付
帯
可
能
な
内
容
は
、
寄
贈
資
料
の
作
成
又
は
取
得
か
ら
三
〇
年
未
満
に
限
っ
て
、
資
料
全
体
あ
る
い
は
一
部
を
、
そ
の
内
容
に
関
わ
ら

ず
公
開
し
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
と
解
さ
れ
る）

（1
（

。

三　

資
料
整
理

整
理
の
具
体
的
方
策
に
関
す
る
内
規
・
細
則
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
存
在
し
な
い
。
と
は
い
え
と
き
ど
き
の
整
理
担
当
者
の
裁
量
に
任
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
先
例
お
よ
び
メ
タ
デ
ー
タ
を
記
入
す
べ
き
資
料
封
筒
あ
る
い
は
管
理
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
入
力
欄
に
規
定
さ
れ
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る
と
い
え
よ
う
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
門
で
は
定
期
的
に
整
理
計
画
策
定
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
な
っ
て
い
る
。
主
な
協
議
事
項
は
、
整
理
方
法
の
共
有
や
目

録
公
開
ま
で
の
段
取
り
の
確
認
、
そ
し
て
部
門
お
よ
び
歴
史
館
の
業
務
計
画
を
勘
案
し
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
組
み
替
え
で
あ
る
。
整
理
の

対
象
と
す
る
資
料
は
都
度
の
状
況
に
依
る
た
め
、
必
ず
し
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
順
に
着
手
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

整
理
作
業
の
ス
テ
ー
ジ
は
「
一
次
整
理
」「
二
次
整
理
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ス
タ
ッ
フ
の
業
務
分
担
で
も
あ
り
、
分
担
は

そ
れ
ぞ
れ
の
雇
用
契
約
に
由
来
す
る
。
一
次
整
理
は
資
料
単
位
の
確
定
・
メ
タ
デ
ー
タ
取
得
・（
可
能
な
形
態
で
あ
れ
ば
）
資
料
封
筒
へ
の

封
入
・
目
録
作
成
・
整
理
記
録
の
作
成
ま
で
の
一
連
の
作
業
を
、
ま
た
二
次
整
理
は
、
す
で
に
目
録
作
成
済
み
の
資
料
に
つ
い
て
、
資
料

封
筒
か
ら
取
り
出
し
て
の
状
態
確
認
・
修
補
・
封
筒
詰
め
替
え
、
収
蔵
方
法
の
変
更
、
目
録
と
資
料
現
物
と
の
突
合
・
校
正
・
再
整
理
、

メ
タ
デ
ー
タ
の
加
工
、
デ
ジ
タ
ル
複
製
資
料
作
成
等
の
作
業
を
指
す
。
理
念
的
に
は
一
度
の
整
理
で
全
て
の
作
業
が
完
遂
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
実
際
上
は
二
次
整
理
な
く
し
て
資
料
秩
序
の
維
持
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
出
版
物
等
二
次
資
料
に
類
す
る
も
の
の

受
け
入
れ
（
購
入
・
献
本
受
納
）・
修
保
・
管
理
は
定
型
的
業
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
務
所
の
図
書
担
当
ス
タ
ッ
フ
が
担
う
。

四　

利
用
と
審
査

利
用
と
審
査
に
関
す
る
手
続
き
は
利
用
内
規
に
従
う
。
な
お
本
節
で
い
う
「
利
用
」
は
、
資
料
の
「
閲
覧
」「
複
写
」「
転
載
」「
貸
与
」

を
包
摂
す
る
概
念
で
あ
り
、
ま
た
「
審
査
」
と
は
、
利
用
内
規
の
規
程
に
則
っ
て
資
料
中
の
情
報
を
確
認
し
、
秘
匿
の
必
要
が
あ
れ
ば
マ

ス
キ
ン
グ
等
の
加
工
を
施
す
、
一
連
の
作
業
を
指
す
。

利
用
内
規
第
一
二
条
は
、
利
用
申
請
可
能
な
者
（
申
請
者
）
の
区
分
を
列
挙
し
て
い
る
。
厳
密
に
運
用
す
る
な
ら
ば
、
学
外
者
か
つ
調
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査
研
究
目
的
で
は
な
い
者
、
例
え
ば
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
「
四　

そ
の
他
、
館
長
が
許
可
し
た
者
」
に
区
分
さ
れ
る
。
し
か
し
現
行
の
閲
覧

申
請
書
に
は
区
分
記
入
欄
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
仮
に
申
請
者
自
己
に
区
分
を
申
告
さ
せ
た
と
し
て
も
都
度
館
長
が
許
諾
を
行
う
の
は
実
務

上
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
現
時
点
で
は
「
三　

学
術
研
究
、
社
会
教
育
等
を
目
的
と
す
る
者
」
を
広
く
捉
え
、
館
長
の
別
途

の
許
諾
な
し
に
申
請
を
受
け
付
け
て
い
る）

（1
（

。

利
用
内
規
第
四
条
か
ら
第
七
条
に
お
い
て
、
資
料
利
用
に
あ
た
っ
て
利
用
を
制
限
す
べ
き
情
報
、
い
わ
ゆ
る
「
審
査
項
目
」
が
列
挙
さ

れ
て
い
る
。
審
査
項
目
は
「
作
成
又
は
取
得
」
を
起
算
日
と
し
た
経
過
年
数
ご
と
に
段
階
的
に
変
化
し
、
経
過
年
数
は
三
〇
年
未
満
、
五
〇

年
未
満
、
八
〇
年
未
満
、
八
〇
年
以
上
す
な
わ
ち
永
年
の
四
段
階
に
区
分
さ
れ
る
。
経
過
年
数
が
少
な
い
ほ
ど
審
査
項
目
が
多
く
、
軽
微

な
秘
密
で
あ
っ
て
も
秘
匿
の
対
象
と
な
る
。
対
し
て
経
過
年
数
が
多
く
な
る
ほ
ど
審
査
項
目
は
少
な
く
な
り
、
重
大
な
秘
密
や
要
配
慮
個

人
情
報
が
秘
匿
す
べ
き
情
報
と
し
て
残
る
。

「
作
成
又
は
取
得
」
の
起
算
方
法
は
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
。「
作
成
」
は
文
書
作
成
日
、「
取
得
」
は
学
外
文
書
を
学
内
に
て

取
得
し
た
日
だ
と
理
解
で
き
る
が
、
作
成
日
・
取
得
日
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
明
確
な
記
載
が
な
い
資
料
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き

か
の
規
定
が
な
い
。
運
用
上
、
記
載
内
容
や
前
後
の
資
料
の
配
列
か
ら
作
成
日
・
取
得
日
が
簡
易
か
つ
合
理
的
に
推
定
で
き
る
場
合
は
、

そ
れ
を
起
算
日
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
推
定
が
困
難
な
場
合
は
、
歴
史
館
お
よ
び
そ
の
前
身
箇
所
に
お
け
る
取
得
日
を
起
算
日
と
す
る
。

し
か
し
可
能
性
と
し
て
は
、
歴
史
館
等
の
取
得
日
す
ら
判
然
と
し
な
い
資
料
も
あ
り
う
る
。
な
お
資
料
整
理
の
時
点
に
お
い
て
は
、
原
則

と
し
て
審
査
を
行
わ
な
い
。
審
査
の
ト
リ
ガ
ー
は
都
度
の
資
料
利
用
申
請
で
あ
る
。

さ
て
利
用
内
規
は
、
審
査
に
お
い
て
利
用
制
限
す
べ
き
情
報
等
と
、
第
一
二
条
に
規
定
す
る
利
用
者
区
分
と
を
結
び
つ
け
て
い
な
い
。

つ
ま
り
利
用
の
所
属
・
役
職
・
利
用
目
的
に
よ
ら
ず
、
法
人
の
業
務
で
あ
る
か
否
か
も
問
わ
ず
、
審
査
は
経
過
年
数
の
み
に
従
う
。
大
学

に
籍
を
置
く
教
職
員
が
、
業
務
遂
行
上
の
目
的
で
資
料
利
用
を
希
望
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
審
査
が
行
わ
れ
る）

（1
（

。
た
だ
審
査
規
定
に
よ
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り
、
人
に
よ
ら
な
い
と
い
う
利
用
内
規
は
、
審
査
の
客
観
性
と
機
密
保
持
の
厳
格
さ
を
同
時
に
担
保
す
る
効
果
が
あ
る
。
た
だ
し
資
料
作

成
箇
所
・
移
管
元
箇
所
か
ら
利
用
申
請
・
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
照
会
が
あ
っ
た
場
合
の
み
、
利
用
内
規
第
二
二
条
の
規
程
に
よ
り
、
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
担
当
助
手
／
助
教
か
ら
館
長
の
指
示
を
仰
ぐ
運
用
と
し
て
い
る
。

非
属
人
化
の
原
則
は
、
審
査
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
門
ス
タ
ッ
フ
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
異
な
る
担
当
者
で
あ
っ
て
も

同
一
の
審
査
結
果
が
出
力
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
審
査
担
当
者
は
、
作
業
に
疑
問
が
生
じ
れ
ば
都
度
他
の
ス
タ
ッ
フ
と
相
談
し
、
合

意
形
成
し
つ
つ
、
資
料
一
点
ご
と
に
審
査
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
で
、
知
見
の
平
準
化
と
文
書
化
と
を
図
っ
て
い
る
。

以
上
、
歴
史
館
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
業
務
の
実
際
を
概
観
し
た
。
要
言
す
れ
ば
、
上
位
規
則
に
お
い
て
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置

が
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
一
方
、
実
質
的
に
そ
の
役
割
を
担
う
運
用
規
則
・
施
設
・
ス
タ
ッ
フ
等
が
手
当
て
さ
れ
続
け
、「
早
稲
田
大
学

の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
と
し
て
育
ち
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
と
思
う
。
資
料
の
全
体
像
お
よ
び
管
理
の
実
際
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し

た
い
。

さ
の
・
と
も
の
り
（
早
稲
田
大
学
歴
史
館
助
教
）
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註（
１
） 

校
史
資
料
係
設
置
（
一
九
六
一
年
）
以
来
の
自
校
史
編
纂
組
織
の

改
廃
、
箇
所
と
し
て
の
歴
史
館
（
二
〇
二
二
年
）
へ
の
改
組
の
経
緯
、

お
よ
び
歴
史
館
の
「
部
門
」
に
つ
い
て
は
、
袴
田
郁
一
「〔
新
設
・

改
廃
箇
所
に
関
す
る
情
報
〕
歴
史
館
（
改
組
）」『
早
稲
田
大
学
史
記

要
』
第
五
四
巻
（
二
〇
二
三
年
三
月
、
早
稲
田
大
学
歴
史
館
）
を
参

照
せ
よ
。

（
２
） 

規
約
等
が
こ
れ
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
業
務
の
一
元
的
取
り
扱
い
を
歴

史
館
に
対
し
て
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
各
箇
所
お
よ
び

そ
れ
以
下
の
業
務
単
位
が
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
の
あ
り
方
に
最
適
化
し

た
独
自
管
理
を
行
う
こ
と
は
あ
り
得
る
。
け
れ
ど
も
歴
史
館
内
に
お

い
て
、
資
料
出
納
ル
ー
ト
が
複
数
あ
る
と
か
、
異
な
る
ル
ー
ル
で
管

理
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
３
） 

「
部
門
」
は
規
約
等
に
よ
っ
て
掌
管
業
務
や
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が

定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
個
々
の
雇
用
契
約
等
に
お
い
て

指
定
さ
れ
た
業
務
を
遂
行
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
集
合
体
の
通
称
で
あ

る
。「
部
門
」
が
構
成
で
き
、
か
つ
「
部
門
」
内
で
の
業
務
分
担
も

十
分
可
能
で
あ
る
ほ
ど
の
リ
ソ
ー
ス
が
手
当
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
が
、
こ
の
体
制
が
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
る
と
は
前
提
で

き
な
い
。

（
４
） 

こ
の
助
手
／
助
教
は
、
資
料
収
集
業
務
に
関
す
る
内
規
第
一
一
条

第
二
項
に
い
う
「
台
帳
管
理
担
当
者
」
と
な
る
。

（
５
） 

「
歴
史
館
規
則
」
以
下
は
、
歴
史
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
「
利
用
案

内
」（https://w

w
w

.w
aseda.jp/culture/archives/services/

）

に
て
、
全
文
ま
た
は
抄
録
を
公
開
し
て
い
る
。

（
６
） 

公
開
資
料
目
録
に
よ
る
資
料
利
用
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
お
よ
び

学
内
か
ら
の
業
務
上
の
相
談
に
対
す
る
応
答
が
、
歴
史
館
に
お
け
る

「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
」
の
実
装
で
あ
る
。
な
お
「
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
部
門
」
は
、
か
つ
て
は
単
に
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
（
担
当
）」
と

呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
呼
称
は
、
か
つ
て
大
隈
会
館
に
存
在
し
た

「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ル
ー
ム
」
を
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
が
統
合
し
た

こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
歴
史
館
お
よ
び
そ
の
前
身

箇
所
に
お
い
て
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
」「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ル
ー

ム
」
が
何
を
指
し
て
い
た
か
」
と
い
う
問
題
は
か
な
り
複
雑
な
の
で
、

本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス

は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
そ
の
外
部
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
一
種
で

あ
っ
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
事
業
を
包
摂

す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

（
７
） 

大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
英
文
名
称
は
「W

aseda U
niversity 

A
rchives

」
で
あ
る
。

（
８
） 

二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
本
学
監
査
室
長
の
任
に
あ
っ

た
浅
古
弘
は
、「
文
書
管
理
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
─
─
早
稲
田
大
学
の

現
状
と
未
来
─
─
」（『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
四
三
巻
、
二
〇
一
二

年
）
に
お
い
て
二
〇
一
〇
年
度
業
務
監
査
結
果
を
踏
ま
え
「
⑦
電
子

媒
体
の
文
書
管
理
に
関
す
る
規
則
が
な
い
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

管
見
の
限
り
、
現
時
点
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
学
内
規
則
は
な
い

よ
う
だ
。　

（
９
） 

学
内
文
書
の
寄
贈
と
は
、
会
議
等
に
て
配
布
さ
れ
た
資
料
を
教
職
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員
か
ら
回
収
す
る
こ
と
を
指
す
。
本
学
の
文
書
管
理
規
定
上
は
イ
レ

ギ
ュ
ラ
ー
な
形
態
だ
が
、
教
職
員
自
身
に
よ
る
資
料
廃
棄
に
比
べ
れ

ば
、
歴
史
館
へ
の
寄
贈
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
よ
り
望
ま
し
い
あ
り
方

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
10
） 

収
集
内
規
第
四
条
は
、
文
書
管
理
規
程
の
条
項
を
参
照
し
つ
つ
第

二
項
に
お
い
て
「
移
管
」
の
文
言
を
使
用
し
て
い
る
。

（
11
） 

文
書
保
存
規
程
に
お
い
て
は
、「
校
史
の
資
料
に
な
る
と
判
断
」

す
る
主
体
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
文
脈
上
そ
れ
は
所
管
箇

所
で
あ
っ
て
、
判
断
に
歴
史
館
が
参
与
で
き
る
か
ど
う
か
も
所
管
箇

所
の
裁
量
に
よ
る
、
と
読
め
る
。
な
お
浅
古
前
掲
論
文
は
「
⑥
文
書

の
移
管
が
文
書
保
存
規
程
通
り
に
運
用
さ
れ
て
い
な
い
。」
と
も
指

摘
し
て
い
る
。

（
12
） 

規
程
上
、
永
久
保
存
文
書
の
廃
棄
は
、
所
管
箇
所
と
総
務
部
法
人

課
長
の
協
議
を
要
す
る
。

（
13
） 

資
料
等
受
入
通
知
書
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
条
件
、
例
え
ば
「
こ

れ
は
永
遠
に
公
開
し
て
は
い
け
な
い
」「
何
某
氏
に
は
特
別
に
利
用

さ
せ
る
」
と
い
っ
た
類
の
口
伝
等
は
、
特
約
と
し
て
機
能
し
得
な
い
。

（
14
） 

逆
に
言
え
ば
、
三
〇
年
以
上
非
公
開
と
す
る
特
約
、
ま
た
利
用
内

規
所
定
の
利
用
制
限
条
項
の
全
て
を
無
効
と
し
、
一
切
の
審
査
な
く

一
般
公
開
す
る
と
い
っ
た
特
約
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
大

学
業
務
利
用
に
限
っ
て
利
用
制
限
を
行
わ
な
い
」
と
い
う
特
約
は
許

容
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
15
） 

「
四
」
を
館
長
許
可
と
す
る
規
定
の
底
意
の
一
つ
は
、
資
料
取
り

扱
い
技
能
に
不
安
が
あ
る
申
請
者
を
判
断
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
、
現
運
用
は
こ
の
機
制
が
働
か
な
い
リ
ス
ク
を
抱
え
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
一
か
ら
三
の
利
用
者
区
分
だ
か
ら
と
い
っ
て
た
だ

ち
に
資
料
取
り
扱
い
技
能
が
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

（
16
） 

利
用
内
規
は
歴
史
館
自
身
の
業
務
等
で
あ
っ
て
も
審
査
の
例
外
と

す
る
規
定
を
持
た
な
い
。
本
稿
執
筆
（
二
〇
二
三
年
一
一
月
）
時
点

で
は
審
査
を
規
定
通
り
に
運
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
一
の
資
料

に
つ
い
て
利
用
で
き
る
情
報
は
、
歴
史
館
ス
タ
ッ
フ
で
あ
れ
歴
史
館

外
の
利
用
者
で
あ
れ
、
同
一
だ
と
い
え
る
。
と
は
い
え
こ
の
利
用
内

規
は
年
史
編
纂
業
務
以
前
か
ら
運
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、

当
然
、
編
纂
の
事
情
を
斟
酌
し
て
い
な
い
。
審
査
を
規
定
通
り
運
用

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
年
史
執
筆
者
の
多
く
か
ら
編
纂
に
差
し
障
り

あ
る
と
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。
将
来
に
お
い
て
ル
ー

ル
が
変
更
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。




